
事業制度概要 整理番号 ２ー①

事 業 名 新需要創造対策 － 成分保証・分別管理機械・施設整備事業 －

（継続拡充）

事 業 概 要 国民の健康志向の高まりや多様化するニーズを受け、企業では、

高品質で安心な国産農産物を用いて新食品・新素材を商品化・事業

化する動きが高まってはきているものの、機能性成分を含む等の特

徴を持つ、革新的な新品種・新技術は従来に比べてリスクが高く、

産地への導入や事業化に踏みきりづらい状況にある。

本事業は、我が国の技術力を活かし、新食品や新素材を開発する

ことにより、農畜産物の新たな需要を創造するため、新食品や新素

材の原料となる農畜産物の収穫、選別、調整又は加工に必要な機械

又は施設の整備を目標とする取組を支援するものである。

事 業 メ ニ ュ ー （ソフト）

ア 検討会の開催 エ 技術の普及

イ 調査の実施 オ 啓発活動

ウ 実証、試験の実施

（ハード）

ア 共同育苗施設整備 カ 産地管理施設整備

イ 乾燥調製施設整備 キ 生産技術高度化施設整備

ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設整備 ク 種子種苗生産関連施設整備

エ ケ 家畜飼養管理施設整備農産物処理加工施設整備

オ コ 共同利用機械整備集出荷貯蔵施設整備

主 な 採 択 要 件 ( ) 受益農家原則として３戸以上。1
( ) 要領第１の２の成果目標の基準を満たしていること。2

、 。( ) 全ての効用により 全ての費用を償うことが見込まれること3
( ) 成分保証・分別管理システム確立推進事業と一体的に実施4
すること。

事 業 主 体 ( )農業共同組合 ( )農事組合法人1 4
( )農業協同組合連合会 ( )農事組合法人以外の農業生産法人2 5
( )公社 ( )特定農業団体3 6

補 助 率 事業費の１／２以 事業実施期間 平成１９～２２年度

内

年度予算額 （ソフト）１３（百万円） （ハード）３７７（百万円）2 1

地区当たり単価 （ソフト）２，６００（千円） （ハード）７５，５１６（千円）

(予算上の標準単価)

担 当 部 署 本省（直轄） 生産局技術普及課新技術企画班

地方農政局

その他

その他特記事項 ２１年度については、新品種を活用した機能性食品等に加え、H
（事業セールスポ 農産物由来の有用物質や新素材を活用した医薬・化粧品等、非食品

イント等） 分野における革新的な新製品の事業化を推進する。
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詳細事業メニュー（新需要創造対策 － 成分保証・分別管理機械・施設整備事業 －） 整理番号２ー②

事 業 内 容 備 考

（ソフト）

原料に一定の機能性成分などが含まれることを保証する新たなシステム

や、新食品・新素材を他の食品・素材と分別して消費者に届ける新たなシス

テムを確立するため、システムづくりに必要な技術実証・技術指導、マニュ

アルの作成等の取組を支援します。

事業実施主体

（１）新需要創造協議会

新需要創造協議会とは、新食品や新素材の事業化を目的として設立

された団体であって、次に掲げる者により構成され、かつ、代表者の

定めがあるものです。

ア 当該新食品・新素材の原料となる農畜産物を生産・供給する者で

あって （２）に掲げる者、

イ 当該新食品・新素材の実用化・商品化に取り組もうとする者

（２）次に掲げる法人又は団体であって、新需要創造協議会の構成員であ

るもの。

ア 農業協同組合連合会

イ 農業協同組合

ウ 公社（地方公共団体が出資している法人）

エ 農事組合法人

オ 農事組合法人以外の農業生産法人

カ 特定農業団体

キ その他農業者の組織する団体

（ハード）

原料に一定の機能成分などが含まれることを保証する新たなシステムや、

新食品・新素材を他の食品・素材と分別して消費者に届ける新たなシステム

を確立するため、新食品の原料となる農畜産物の収穫、選別、調整、加工に

必要な機械・施設の整備を支援します。

事業実施主体

、 。次に掲げる法人又は団体であって 新需要創造協議会の構成員であるもの

(１) 農業協同組合連合会

(２) 農業協同組合

(３) 公社（地方公共団体が出資している法人）

(４) 農事組合法人

(５) 農事組合法人以外の農業生産法人

(６) 特定農業団体

(７) その他農業者の組織する団体
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700700億円億円
（全体市場規模）（全体市場規模）

を目指してを目指して

事業化！事業化！

○ 機能性成分を多く含む等の特徴を持つ、革新的な新品種・新技術

→従来に比べてリスクが高く、産地への導入や事業化に踏みきれない
我が国の技術と知財の力我が国の技術と知財の力
により、新たな需要を創造により、新たな需要を創造
し、新産業分野を開拓し、新産業分野を開拓

○ 公的研究機関の研究成果について、産地と企業が連携した新食品・新素材の

実用化を支援 →革新的な新品種・新技術を「核」とした、新たな産地形成を促進 （（2121世紀新農政世紀新農政20062006・・20072007））

・ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの提供･ﾏｯﾁﾝｸﾞ

○ 成分保証・分別管理システムの確立 （拡充）

情報提供・ﾏｯﾁﾝｸﾞによる支援
（全国段階）

新需要創造協議会による取組に対する支援（地区段階）

新需要創造協議会が「新需要創造計画」を策定し、国による認
定を受けて、協議会の構成員となる産地と企業の契約取引によ
り、新食品・新素材の実用化に取組。

成分保証・分別管理さ
れた高品質な農畜産
物を安定供給。

新新 需需 要要 創創 造造 対対 策策 事事 業業 （ポイント）（ポイント）

産地からの原料をもと
に、新食品・新素材を
実用化・製品化。

産産 地地 企企 業業
契契

約約

新食品に加え、非食品分野の新素材について、安定供
給システムの確立に必要となる、技術実証、マニュアル作
成等や（ソフト事業）、原料の収穫や調整・加工に必要な機
械・施設の整備等（ハード事業）を支援。

・ ｼｰｽﾞの調査・発掘の強化

研究成果の網羅的な調査や事業化プラン
の策定により、有望なシーズの事業化を支援

新食品に加え、非食品分野の新素材につ
いて、画期的な利用方法をグランドデザイン
として提供し、公的研究機関、民間企業、産
地のマッチングにより、新需要創造に取り組
む協議会を育成。

・ 機能性成分の統一表示

多様な食品に共通して含まれる抗酸化成
分について、数値化を検討し、訴求力の高
い統一表示方法を提案

○ 新需要創造に取り組む
フロンティアの育成 （拡充）

新品種を活用した機能性食品等に加え、農産物由来の有用物質や新素材を活用した医薬・化粧品等、非食品
分野における革新的な新製品の事業化を推進 平成２１年度予算額 450,381 （ 629,501 ）千円

２１年度の取組内容：

＜＜ 非食品分野の研究成果の例非食品分野の研究成果の例 ＞＞
カイコの生産するタンパクを活用した、創傷保護材、人工血管、

電子素材、臨床検査薬
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